










○ 新契約
 a 新一般の生命保険料
 b 介護医療保険料
 c 新個人年金保険料

※ 一般の生命保険料（a、d）、個人年金保険
料（c、e）について、新旧両方が適用された場合、
両方の控除額の合計が「生命保険料控除」の
控除額となります。
（限度額：28,000 円）

料険保命生の般一、は」額除控料険保命生「 ※
（a、d）、個人年金保険料（c、e）、介護医療
保険料（b）について、それぞれの算式により
計算した控除額の合計額になります。
（限度額：70,000 円）

○ 旧契約
 d 旧一般の生命保険料
 e 旧個人年金保険料

※ （1）（2） 両方ある場合は、両方の控除額の合計額が控除額になります。（限度額：25,000 円）
※ 同じ保険契約で（1）（2）いずれにも該当する金額がある場合、どちらか一方の控除額を適用します。






